
τ胤
聞
い
ソ

金
滞
古
蹟
志
巷
叶
一

右
全
く
同
文
に
て
、
更
に
五
年
に
も
建
て
た
る
也
。
さ
て
改
作
所
奮

記
一
冗
藤
十
三
年
の
僚
に
、

江
戸
よ
り
指
越
候
被
且
仰
出
-
潟

御
郡
方
駒
撰
申
儀
奉
v
窺
候
底
、
下
に
で
撰
立
、
入
=
御
覧
-
候
迄
久
々

相
待
候
儀
、
元
飼
料
・
悲
料
代
等
被
v
下
候
へ
共
、
百
姓
共
難
儀
仕
筈

に
候
問
、
惣
別
御
郡
方
之
駒
撰
申
儀
、
指
止
可
v
申
旨
被
=
仰
出
-
候
問
、

此
皆
郡
御
奉
行
中
h
御
申
談
被
v

成
、
駒
分
人
々
勝
手
次
第
に
仕
候
様

に
御
申
渡
可
v
歩
成
候
。
以
上
。

井

口

茜

三

郎

蛍
鹿
骨
帳
面
に
震
a

御
記
-
被
-
遁
候
駒
共
之
儀
、
無
v
梼
脇
賀
仕
候
様
.
馬

主
共
h
可
v
被
昌
仰
渡
-
候
。
併
馬
主
持
立
上
申
度
た
ど
h
申
分
は
‘
勝

手
女
第
に
存
候
。
則
相
役
井
口
一
甚
三
郎
、
江
戸
よ
り
指
越
候
被
品
仰
出
-

之
窮
進
候
。
以
上
。

三
月
五
日

在
江
戸

永

原

纏

丞

様

長
瀬
端
兵
衛
様

大

菅

三

四

郎

井

口

醤

三

郎

右
之
如
く
、
元
秘
十
三
年
の
春
・
江
戸
に
於
て
綱
紀
卿
仰
出
さ
れ
し

1
1
!
l
i
p
-
-
-

内
耐
ぱ
抑
制
吋
除
。
以
上
。

正
月
廿
七
日

石
川
丈
宿
衛
門

鈴

木

清

太

夫

山
崎
久
兵
衛
様

本
保
才
三
郎
様

右
之
遁
申
楽
候
に
付
、
紙
面
第
誼
候
僚
、
可
v
得
弘
A
R

意
-
候
。
駒
御
覧

之
儀
、
御
指
念
被
昌
仰
出
-
候
間
‘
先
建
而
申
来
候
。
左
候
へ
ば
天
気
見

合
候
而
は
、
延
引
に
可
E

罷
成
-
候
問
、
二
・
=
扇
町
甲
に
も
.
温
付
御
嘗

地
b
第
四
議
出
-
可
v
然
存
候
。
夫
々
・
申
談
、
弱
輩
出
候
日
限
相
極
、
明

日
於
=
役
所

-Za案
内
最
。
室
長
、
右
雨
促
可
=
喜
一
候
。

以
上
。

正
月
廿
七
日

山

崎

久

兵

衛

本

保

才

三

郎

石
川
・
河
北
十
村
共
宛
名

右
書
簡
に
て
見
れ
ば
、
享
保
の
初
頃
に
至
り
て
は
、
石
川
・
河
北
南
郡

の
駒
共
を
ぽ
金
海
堂
形
へ
牽
出
さ
せ
、
藩
侯
の
召
料
の
駿
馬
を
撰
ぽ

し
め
ら
れ
し
と
聞
ゆ
。
是
も
後
に
は
止
め
ら
れ
し
と
ぞ
。

。
馬
市
並
加
能
越
牧
馬
車
略

金
揮
古
蹟
志
巻
叶
一

八

に
依
り
て
、
今
年
よ
り
馬
市
と
い
ふ
事
を
ば
止
め
ら
れ
た
り
。
改
作

所
奮
記
正
徳
四
年
の
僚
に
‘
左
の
番
商
を
記
載
せ
り
。

先
年
御
郡
方
寄
馬
被
v
矯
-
-
仰
付
-
時
分
、
御
見
分
之
上
御
撰
立
御
馬
に

懸
り
候
へ
ば
、
入
E

御
一
覧
-
候
迄
、
飼
料
大
豆
一
疋
に
付
一
日
二
升
宛

惨
さ
録
。

一
、
寄
馬
之
内
、
=
一
歳
よ
り
五
歳
迄
之
馬
被
v
需
品
召
上
-
候
得
ば
.
古

内
崎
ほ
し
V

は
馬
に
よ
り
馬
代
増
減
被
v
震
=
仰
付
-
被
v
下
ν
之
、
共
後
馬
一
疋
之
馬
代

拾
枚
宛
被
v
需
v
下
候
。
但
二
歳
駒
は
、
一
疋
に
五
枚
宛
被
v
下
候
。

p-荷
弘
同
・
・

"
1・d

一
、
先
年
市
馬
被
v
鴛
=
仰
付
-
時
分
、
被
ι
召
上
-
候
得
ぽ
、
馬
代
無
=
御

《
格
易
相

2

額
一
馬
に
よ
り
増
減
被
a
仰
付
一
馬
代
被
v
鏡
v
下
候
。

午
正
月
廿
目

右
は
御
郡
事
行
へ
書
出
し
候
哉
否
、
宛
所
も
無
v
之
、
問
弁
之
留
帳
に

減
在
v
之
と
左
註
せ
り
。
叉
享
保
三
年
の
僚
に
、
左
の
書
簡
を
載
せ
た

hv
。

石
川
郡
・
河
北
郡
駒
幌
、
昨
日
被
a
指
越
一
則
態
且
御
磁
-
候
底
、
天
気
次

第
手
寄
之
所
迄
震
警
官
-
候
問
、
去
々
年
之
遇
、
石
川
郡
分
は

古
堂
形
‘
河
北
郡
分
は
新
堂
形
迄
掌
参
候
様
に
、
可
v
被
a
仰
渡
-
候
。

品
ん
牽
参
候
日
限
等
御
極
衣
第
、
前
か
ど
御
申
聞
可
v
辞
成
候
。
共
節
踊

ー

ド

hell--hellト
M
I
H
-
-ム
!

古
令
の
厩
牧
令
に
、
凡
諸
道
置
n

腸
馬
吋
大
路
廿
疋
。
中
路
十
疋
。
小
路

五
疋
。
使
稀
之
庭
園
司
霊
節
。
不
a
必
須
右
足
。
皆
取
白
筋
骨
強
批
者
-
宛
.

毎
v
馬
各
令
且
中
々
戸
養
飼
吋
若
馬
有
=
閥
失
-
者
。
師
以
昌
臨
時
稲
-
市
替
.
共
停

馬
毎
v
郡
各
一
点
。
皆
用
=
官
馬
三
期
無
者
以
a
賞
魔
官
物
-
市
宛
一
宮
ぺ
ま
た

凡
騨
停
馬
一
毎
年
国
司
検
簡
。
共
有
=
大
老
病
不
為
-a
乗
用
-
者
。
随
v
便
貸

費
。
得
v
直
若
少
。
騨
馬
添
=
腸
稲
吋
僻
馬
以
=
官
物
-
市
替
.
と
見
h
.
貸

費
は
義
解
に
謂
弘
h
a

貨
物
-
特
質
~
と
あ
り
。
延
喜
兵
部
式
に
‘
凡
諸

国
属
馬
。
皆
買
v
百
姓
馬
堪
昌
勝
一
用
-
者
品
世
v
之

a

不
'
得
v
買
a
用
園
司
私
馬
刊

と
見
h
.
問
主
税
式
K
.
騎
馬
直
法
。
加
賀
・
能
登
・
越
中
云
々
等
十

八
回
。
上
馬
四
百
束
.
中
馬
三
百
r
歳
。
下
馬
三
百
束
。
と
あ
り
て
、

上
代
は
稲
を
以
て
費
買
を
た
し
た
り
。
右
は
上
古
の
規
則
た
る
を
知

る
ぺ
し
。
さ
て
馬
市
と
て
、
市
場
に
て
牧
馬
を
交
易
す
る
事
は
.
中

古
よ
り
初
り
た
る
な
ら
ん
か
。
源
平
盛
衰
記
巻
十
丸
、
佐
々
木
高
網

近
江
固
に
て
駄
馬
を
務
取
る
段
に
、
草
鞍
置
き
た
る
馬
を
迫
ひ
て
男

一
人
見
b
来
る
。
和
殿
は
い
づ
〈
の
人
ぞ
、
何
れ
へ
渡
る
ぞ
と
問
へ

ば
、
回
定
は
栗
太
の
者
に
て
候
が
、
蒲
生
郡
小
脇
の
八
日
市
へ
行
〈
者

也
云
々
。
遁
の
市
よ
り
重
荷
を
負
は
せ
て
蹄
ら
ん
宇
れ
ば
一
冨
々
。
と

い
ふ
事
見
b
た
れ
ど
、
是
は
馬
市
に
は
あ
ら
ぎ
り
け
り
。
抑
骨
吾
加
賀

九




